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第 20 回普通社債の発行に関するお知らせ 

 
 当社は、本日、当社代表執行役 CEO の決定により、第 20 回普通社債（以下「本社債」

といいます。）を EVO FUND（以下「社債権者」といいます。）に対して発行することを

決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本社債の発行による調達

資金は、ビットコインの取得に充当する予定です。 
 

記 
 
１．本社債の内容 

1. 社債の名称 株式会社メタプラネット第 20 回普通社債 

2. 社債の総額 金 8,000,000,000 円 

3. 各社債の金額 金 200,000,000 円 

4. 利率 本社債には利息を付さない。 

5. 償還金額 各本社債の金額 100 円につき金 100 円 

6. 払込期日 2026 年 4 月 24 日 

7. 償還期日 2027 年 4 月 23 日（予定） 

8. 償還方法 本社債は、上記第７号に記載の償還期日に、その総額を上記第５号

に記載の償還金額で償還する。但し、社債権者は、繰上償還を希望

する日（以下「繰上償還日」という。）の５営業日前又は当社と社

債権者が別途合意する日までに当社に書面で通知することにより、

当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日に

おいて、各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還することを

請求することができる。また、当社が、今後、社債権者を割当先と

する資金調達を別途実施する場合は、当該資金調達に伴い社債権者



 

から当社に払い込まれた金銭の額の本社債の発行日以降の累計額

（以前に当社が本８号に基づき繰上償還した本社債の合計額相当額

を除く。）が本社債の金額の整数倍以上となった場合、当社は、当

該整数分の本社債を、当該整数倍に達するだけの金銭が払い込まれ

た日の翌取引日（当日を含む。）又は当社と社債権者が別途合意す

る日を繰上償還日として、当該時点において未償還の本社債の全部

又は一部につき、各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還す

る。 

保証の内容 該当事項なし。 

担保の内容 該当事項なし。 

募集の方法 EVO FUND に全額を割り当てる。 

社債管理者 本社債は、会社法第 702 条但書及び会社法施行規則第 169 条の要件

を満たすものであり、社債管理者は設置しない。 

元利金支払事務取扱場所（元

利金支払場所） 
株式会社メタプラネット  

東京都港区六本木六丁目 10 番１号 

振替機関 該当事項なし。 

 
２．今後の見通し 
 本件による当社の 2026 年 12 月期の連結業績に与える影響は軽微であると予想して

おります。今後、当社の連結業績等に影響があると判明した場合には、速やかにお知ら

せいたします。 
 

以 上 
 

 
 

 


